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✍感染防止対策    本日から平常日課です。 

 ①フィジカルディスタンス(物理的な距離) 

 子どもたちへの指導の一つが子ども同士の間隔を取

るということです。例えば，先生にプリント類を見ても

らう際に，従来ならどうしても子ども同士がくっつい

て並びがちでしたが，これからは間隔(物理的な距離)

を開けて並ぶことになります。 

少しずつ子どもたちの間で定着していくものと考え

ます。  

 ②透明シートの設置 

 図書室のカウンターや 

職員室において透明シート

を設置しました。 

 シート越しとはいえコミ

ュニケーションは確実に図

ってまいりたいと思いま

す。 

③手洗いの徹底 

 学校生活において，外遊び後やトイレの後，給食時には，今まで以上に石けん

による手洗いの徹底が求められます。教職員も率先して石けんによる手洗いに

努めたいと考えます。 

 給食時のマスクについては，「いただきます」の後マスクを外し，食べ終わったらマスクを

着用して「ごちそうさま」のあいさつをしています。 

 ④ドアノブ，机等の消毒 

 

 １日に１回以上の消毒を行います。各担任・養護，専科教員で消毒箇所を分担しています。 
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✍ 学習内容の指導時間確保の工夫について 

 本校においては，１限目の前に「朝の学習」という時間を設けています。この時間は主に

「朝読書」や「基礎学力定着のための時間」として扱ってきましたが，休校に伴う学習内容

の指導時間確保の観点から，６月以降は，担任による教科書等を使用した教科指導の時間と

して位置づけます。読書の時間も含め，各担任が授業の進路を踏まえながら必要に応じて  

国語科・算数科・社会科等の教科の指導を行うなどの工夫をして指導時間の確保に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

✍ 定時退校日 月２回実施中   ご理解とご協力をお願いします。 

 近年学校教育を取り巻く状況が多様化し，学校の担う役割が年々大きくなる中で，その 

業務量が膨大となり，教職員の長時間労働の問題が報道されているところです。本校におい

ても夜遅くまで残って勤務する姿が散見されます。⇒改善に努めています。 

        本校の一般的な教職員の勤務時間を紹介します。 

       ８:２５～１６:５５(☆休憩時間１６:０５～１６:５０) 

  ☆一般に休憩時間はお昼の時間帯となるところですが，小学校ではお昼の時間帯が， 

給食指導という勤務時間となるため夕刻に休憩時間が設定されています。 

   夕刻の休憩時間の先生方の様子は，ノートやテストの点検や採点，教材研究や    

各種打ち合わせ等で休憩をとっているとは言い難いのが現状です。 

 一般的に，教職員の過重労働は労働環境の問題にとどまらず，その

ことが一つの要因となって児童生徒の指導に支障が出ていることも

指摘されております。 

 本校においても「子どもたちが充実した学校生活を送ること」を 

第一目的とし，教職員が心身ともに健康で，ゆとりをもって子ども 

たちと向き合える環境づくりに様々な角度から取り組んでいるところです。その業務実態 

改善に向けた対策の一つとして，以前より定時退校日を月２回の設定とし，長時間労働の  

軽減に努めています。 

定時退校を推進することで教職員がゆとりを持って教育に向き合えると考えます。具体的

な期日につきましては，学年だより等でお知らせします。 

なお，すでにお伝えしておりますが，電話対応時間は 7:45～18:00 となって

おります。併せて保護者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 


